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やくしょにコール

令
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７
年　
　
　
　
　
　
　

歌
会
始
の
お
題
と
詠
進
要
領

お
題
に「
夢
」を
詠
ん
だ
自
作
の
歌

の
募
集

※
１
人
１
首
、
未
発
表
の
も
の

※�「
夢
幻
」、「
夢
中
」の
よ
う
な
熟
語
、

「
夢
見
る
」の
よ
う
に
訓
読
し
て
も

良
い
。

毛
筆
で
、
半
紙（
習
字
用
）を
横

長
に
用
い
、
右
半
分
に
お
題
と
短
歌
、

左
半
分
に
郵
便
番
号
、
住
所
、
連
絡

先
、
氏
名（
本
名
・
ふ
り
が
な
）、
生

年
月
日
、
性
別
、
職
業
を
縦
書
き
で

記
入
の
上
、
送
付

※�

詳
し
く
は
、
宮
内
庁

を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

９
月
30
日（
月
）消
印
有
効

宮
内
庁
式
部
職　
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市
民
活
動
支
援
補
助
金　
　

（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
）

地
域
活
性
化
の
た
め
に
自
ら
企
画

し
て
公
益
的
活
動
を
行
う
、
市
民
活

動
団
体
な
ど
が
実
施
す
る
事
業
に
対

し
て
の
補
助
金
交
付

▼�

対
象
経
費
＝
対
象
と
な
る
事
業
の

実
施
に
直
接
必
要
と
な
る
経
費

※�

た
だ
し
、
団
体
の
経
常
的
な
管
理

運
営
経
費
は
除
き
ま
す
。

▼�

補
助
金
額
＝
補
助
回
数
に
応
じ
た

補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
額（
１
団

体
当
た
り
上
限
20
万
円
で
、
千
円

未
満
切
り
捨
て
）

▼
１
回
目
＝
80
％

▼
２
回
目
＝
70
％

▼
３
回
目
＝
50
％

次
の
①
～
④
の
全
て
の
条
件
を
満

た
す
団
体

①�
こ
れ
か
ら
活
動
を
開
始
す
る
、
ま

た
は
活
動
期
間
が
お
お
む
ね
３
年

未
満
の
団
体

②�

構
成
員
が
５
人
以
上
で
、
そ
の
過

半
数
が
本
市
に
住
所
を
有
し
、
活

動
拠
点
・
活
動
場
所
が
市
内
の
団

体
③�

薩
摩
川
内
市
民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
加
入
し
、
公
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
活
動
を
行
う
任
意
団
体
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど

※�

市
民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、

市
民
活
動
団
体
の
交
流
・
情
報
交

換
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
提
供

を
行
い
ま
す
。

④�

規
約
な
ど
を
有
し
、
責
任
者
が
明

確
で
、
独
立
し
た
経
理
を
行
っ
て

い
る
団
体

▼
市
民
活
動
支
援
補
助
金
申
込
書

　

▼�

事
業
計
画
書
・
事
業
収
支
計
画

書

　

▼
団
体
に
関
す
る
調
書

　

▼
団
体
構
成
員
名
簿

　

▼�

他
の
制
度
に
よ
る
補
助
・
助
成

ま
た
は
委
託
事
業
の
申
請
状
況

５
月
31
日（
金
）消
印
有
効

市

ま
た
は
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
、
各
支
所
、
甑
島
振
興
局
お
よ

び
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
備
え
付
け
の
書
類
に
必
要
事
項
を

明
記
の
上
、
直
接
、
送
付

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー（
Ｓ
Ｓ
プ

ラ
ザ
せ
ん
だ
い
内
）

（
25
）６
２
１
０

相
談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談【
要
申
込
】

毎
月
第
２
水
曜
日
14
時
30
分
～
、

15
時
30
分
～（
１
人
50
分
程
度
）

※�

日
程
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

川
内
保
健
セ
ン
タ
ー

自
分
や
家
族
、
職
場
な
ど
に
つ
い

て
の
こ
こ
ろ
の
相
談

臨
床
心
理
士

市
内
居
住
者

※
相
談
無
料

電
話市

民
健
康
課
健
康
増
進
第
１
Ｇ

（
22
）８
８
１
１

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
人

た
ち
の「
だ
ん
で
会
」

５
月
18
日（
土
）14
時
30
分
～
18
時

す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む
方
々
が

安
心
し
て
語
り
合
え
る
会
、
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
時
間
内
、
い
つ
で
も
入
退
室
可

※
参
加
無
料
・
リ
モ
ー
ト
対
応
可

サ
ー
ク
ル
だ
ん
で
ら
い
お
ん�　

澁し
ぶ

田た０
７
０（
８
４
９
８
）１
９
５
７

司
法
書
士
に
よ
る
財
産
・　

登
記
無
料
相
談【
要
申
込
】

５
月
９
日（
木
）13
時
30
分
～
16
時

30
分総

合
福
祉
会
館（
永
利
町
）

財
産
・
登
記
の
相
談
や
金
銭
貸
借

な
ど
契
約
全
般
の
相
談

市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

先
着
６
人（
１
人
30
分
程
度
）

５
月
１
日（
水
）～

電
話市

社
会
福
祉
協
議
会
生
活
支

援
課（

29
）５
５
８
９

弁
護
士
無
料
法
律
相
談【
要
申
込
】

５
月
９
日（
木
）、
17
日（
金
）、
23

日（
木
）13
時
～
16
時

本
庁
２
階　

相
談
室

市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

各
日
先
着
６
人（
１
人
30
分
程
度
）

５
月
１
日（
水
）～

電
話県

弁
護
士
会

０
９
９（
２
２
６
）３
７
６
５

県
行
政
書
士
会
川
薩
支
部　

会
員
に
よ
る
無
料
相
談
会

５
月
11
日（
土
）10
時
～
15
時

Ｓ
Ｓ
プ
ラ
ザ
せ
ん
だ
い

相
続
、
遺
言
、
財
産
管
理
、
成
年

後
見
、
交
通
事
故
、
離
婚
問
題
、
ク
ー

リ
ン
グ
オ
フ
、
法
的
書
類
作
成
、
行

政
手
続
き
な
ど
の
相
談

市
内
居
住
者

電
話

※�

申
し
込
み
多
数
の
場
合
、
お
受
け

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

県
行
政
書
士
会
川
薩
支
部
担
当
理

事　

徳と
く

満み
つ

（
47
）０
２
５
８

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談　

【
要
申
込
】

５
月
24
日（
金
）13
時
～
16
時

本
庁
２
階　

相
談
室

主
に
多
重
債
務
の
相
談
や
金
銭
貸

借
な
ど
契
約
全
般
の
相
談

市
内
居
住
者（
法
人
は
除
く
）

先
着
６
人（
１
人
30
分
程
度
）

５
月
１
日（
水
）～

電
話本

庁
社
会
福
祉
課
相
談
Ｇ（

２
７
４
２
）

川内保健センターからのお知らせ

※�川内地域以外の母子健康手帳交付および健康相談（成人・母子）については、
随時実施しますので樋脇・入来・東郷・祁答院地域は川内保健センターへ、
甑島区域は甑島振興局へご連絡ください。
※�臨床心理士によるこころの健康相談の日程については、問い合わせください。

事　　業 時

母子健康手帳交付 毎週火曜日（祝日を除く）
9:00 ～ 9:20 受付

健康相談（成人・母子）
※要予約

毎週火曜日（祝日を除く）
10:00 ～ 11:30

　SDG ｓ（持続可能な開発目標）とは、「世界の中にある環境、差別、貧困、人
権などの問題に対する課題を世界のみんなで2030年までに解決していこう！」
という目標のことです。17の目標と 169のターゲットから構成されています。

“わたし ”が主役！ＳＤＧｓチャレンジ！

問合先／�市民健康課健康増進第１・第２G（川内保健センター内）（22）8811 甑島振興局

※納期限内に納付することが困難な場合は、本庁収納課（ 2450）へ

税の納期（5月分）

今月の「Ｓ
エスディージーズ

ＤＧｓチャレンジ」

税　目 納期限
軽自動車税全期 5月31日（金）

～知る・考える・行動する・伝える～
　本市では、「薩摩川内 SDG ｓチャレンジシン
ポジウム」を開催するなど、市民の皆さんがｓＤＧｓについて「知り」、
「考え」、「行動し」、「伝える」きっかけづくりを行っています。また、
広報薩摩川内でも毎月１回クイズ形式でｓＤＧｓについて紹介しま
す。持続可能な社会の実現に向けて、“わたし ”が主役となって、学
びを深め行動し、行動した取り組みを発信しましょう！
【問題】右の図は、SDG ｓの考
え方を表す構造モデルです。そ
の形から、あるものに例えられ、
SDG ｓ○○モデルと呼ばれてい
ます。それは何でしょう？
※�答えは、５月お知らせ版に掲
載します。
　来月からは、このモデルをつ
くる「経済」「社会」「環境」の3側
面について紹介していきます。

※�「SDGｓチャレンジ」は、SDGｓの普及啓発を行う際に用いる、本市の統一的キャッチコピーです。

問合先／�市民健康課健康増進第１・第２G（川内保健センター内）（22）8811
甑島振興局

▲宮内庁

▲市

相
談

冠事業
皆さんも20周年を
一緒に盛り上げませんか？

冠を付して実施する団体などを募集中!

市民協働事業補助金
本市の魅力を生かして
地域のさらなる活性化のため
など新規に企画して実施する
事業を募集します。記念事業

▲市

　　 秘書広報課企画総務・広聴広報G（ 　4120、4121）
　 koho@city.satsumasendai.lg.jp

▲市

▲申込フォーム

出典：ストックホルムレジリエンスセンター
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